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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月27日(2014.3.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エザチオスタット塩酸塩の結晶性非溶媒和物、顆粒内賦形剤、および顆粒外賦形剤を含
む医薬的に許容される錠剤であって、エザチオスタット塩酸塩が錠剤の７５～８２重量パ
ーセントを構成する、錠剤。
【請求項２】
　エザチオスタット塩酸塩が結晶形Ｄを含む、請求項１に記載の医薬的に許容される錠剤
。
【請求項３】
　該錠剤が１００ｍｇ～１２５０ｍｇのエザチオスタット塩酸塩を含む、請求項１に記載
の医薬的に許容される錠剤。
【請求項４】
　顆粒内賦形剤がマンニトール、クロスカルメロースナトリウム、およびヒプロメロース
からなる群から選択される、請求項１に記載の医薬的に許容される錠剤。
【請求項５】
　顆粒内賦形剤がマンニトール、クロスカルメロースナトリウム、およびヒプロメロース
の混合物を含む、請求項４に記載の医薬的に許容される錠剤。
【請求項６】
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　顆粒内賦形剤が錠剤の１７～２１重量パーセントを構成する、請求項５に記載の医薬的
に許容される錠剤。
【請求項７】
　顆粒内賦形剤の総量が錠剤の１９～２０重量パーセントである、請求項６に記載の医薬
的に許容される錠剤。
【請求項８】
　顆粒内賦形剤混合物に用いられるマンニトールの量が錠剤の１３～１５重量パーセント
の範囲にある、請求項７に記載の医薬的に許容される錠剤。
【請求項９】
　顆粒内賦形剤混合物に用いられるクロスカルメロースナトリウムの量が錠剤の１．５～
３．５重量パーセントの範囲にある、請求項７に記載の医薬的に許容される錠剤。
【請求項１０】
　顆粒内賦形剤混合物に用いられるヒプロメロースの量が錠剤の２～４重量パーセントの
範囲にある、請求項７に記載の医薬的に許容される錠剤。
【請求項１１】
　顆粒内賦形剤混合物に用いられるマンニトールの量が錠剤の１３．５～１４．５重量パ
ーセント、顆粒内賦形剤混合物に用いられるクロスカルメロースナトリウムの量が錠剤の
２～３重量パーセント、および顆粒内賦形剤混合物に用いられるヒプロメロースの量が錠
剤の２．５～３．５重量パーセントである、請求項１に記載の医薬的に許容される錠剤。
【請求項１２】
　顆粒外賦形剤がクロスカルメロースナトリウムおよびステアリン酸マグネシウムの１つ
以上から選択される、請求項１に記載の医薬的に許容される錠剤。
【請求項１３】
　顆粒外賦形剤混合物に用いられるクロスカルメロースナトリウムの量が錠剤の１．５～
３．５重量パーセントである、請求項１２に記載の医薬的に許容される錠剤。
【請求項１４】
　顆粒外賦形剤混合物に用いられるステアリン酸マグネシウムの量が錠剤の０．５～１．
５重量パーセントである、請求項１２に記載の医薬的に許容される錠剤。
【請求項１５】
　顆粒外賦形剤混合物に用いられるクロスカルメロースナトリウムの量が錠剤の２～３重
量パーセント、およびステアリン酸マグネシウムの量が錠剤の１重量パーセントである、
請求項１２に記載の医薬的に許容される錠剤。
【請求項１６】
　顆粒内賦形剤混合物に用いられるマンニトールの量が錠剤の１３．５～１４．５重量パ
ーセント、顆粒内賦形剤混合物に用いられるクロスカルメロースナトリウムの量が錠剤の
２～３重量パーセント、および顆粒内賦形剤混合物に用いられるヒプロメロースの量が錠
剤の２．５～３．５重量パーセントであり；
　さらに、顆粒外賦形剤混合物に用いられるクロスカルメロースナトリウムの量が錠剤の
２～３重量パーセントの範囲、および顆粒外混合物に用いられるステアリン酸マグネシウ
ムの量が錠剤の１重量パーセントである、請求項１に記載の医薬的に許容される錠剤。
【請求項１７】
　該錠剤がフィルムコーティングをさらに含む、請求項１に記載の医薬的に許容される錠
剤。
【請求項１８】
　該錠剤が５００ｍｇのエザチオスタット塩酸塩を含む、請求項１に記載の医薬的に許容
される錠剤。
【請求項１９】
　該錠剤が７５０ｍｇのエザチオスタット塩酸塩を含む、請求項１に記載の医薬的に許容
される錠剤。
【請求項２０】
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　該錠剤が１ｇのエザチオスタット塩酸塩を含む、請求項１に記載の医薬的に許容される
錠剤。
【請求項２１】
　該錠剤が１．２５ｇのエザチオスタット塩酸塩を含む、請求項１に記載の医薬的に許容
される錠剤。
【請求項２２】
　該錠剤が乾燥剤と共に容器内に保存される、請求項１に記載の医薬的に許容される錠剤
。
【請求項２３】
　エザチオスタット塩酸塩の結晶性非溶媒和物、顆粒内賦形剤、および顆粒外賦形剤を含
む医薬的に許容される錠剤であって、エザチオスタット塩酸塩が錠剤の７５～８２重量パ
ーセントを構成する、錠剤。
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